
（平成２３年３月30日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 44 件

厚生年金関係 44 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 1 件

国民年金関係 1 件

年金記録確認高知地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



高知厚生年金 事案 500～543（別添一覧表参照） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とさ

れているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立

人の申立期間の標準賞与額に係る記録を、＜申立期間＞（別添一覧表参照）

は＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  

    基礎年金番号 ： 別添一覧表参照 

    生 年 月 日 ：  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ＜申立期間＞（別添一覧表参照） 

    Ａ社から＜申立期間＞（別添一覧表参照）に賞与を支給され、厚生年金

保険料が控除されているにもかかわらず、事業主が当該賞与について、社

会保険事務所（当時）に賞与支払届を提出していなかったため、厚生年金

保険料として納付されていない状況にある。 

Ａ社では、誤りに気付き、平成 21 年 11 月６日及び 22 年 12 月３日に社

会保険事務所等へ当該賞与支払届を提出したが、既に２年以上経過してい

たため、厚生年金保険料は時効により納付できず、保険給付は行われない

記録とされているので、当該保険給付が行われるよう記録を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社が保管する給料表から、申立人は、＜申立期間＞（別添一覧表参照）

に支給された賞与から厚生年金保険料を事業主により控除されていたことが

認められる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、Ａ社が保管する給料表における

賞与額及び厚生年金保険料控除額から、＜申立期間＞（別添一覧表参照）は



＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立

期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社会

保険事務所等は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 

  （注）同一事業主に係る同種の案件 44件（別添一覧表参照） 

 



番号 氏名 基礎年金番号 性別 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

500 男 昭和22年生 平成18年8月25日 23万7,000円

平成18年12月25日 12万4,000円

501 女 昭和28年生 平成18年8月25日 20万2,000円

平成18年12月25日 25万5,000円

平成19年7月28日 24万8,000円

502 女 昭和39年生 平成18年8月25日 27万2,000円

平成18年12月25日 39万3,000円

平成19年7月28日 22万7,000円

503 女 昭和32年生 平成18年8月25日 14万3,000円

平成18年12月25日 21万4,000円

平成19年7月28日 ９万1,000円

504 女 昭和46年生 平成18年8月25日 23万9,000円

平成18年12月25日 20万3,000円

平成19年7月28日 ９万5,000円

505 女 昭和31年生 平成18年8月25日 14万円

平成18年12月25日 19万3,000円

平成19年7月28日 ８万9,000円

506 女 昭和22年生 平成18年8月25日 15万1,000円

平成18年12月25日 15万円

平成19年7月28日 14万7,000円

507 男 昭和18年生 平成18年8月25日 17万1,000円

平成18年12月25日 23万8,000円

平成19年7月28日 ９万8,000円

508 男 昭和36年生 平成18年8月25日 30万4,000円

平成18年12月25日 41万1,000円

平成19年7月28日 28万1,000円

509 女 昭和51年生 平成18年8月25日 25万8,000円

平成18年12月25日 34万円

平成19年7月28日 17万4,000円

510 女 昭和29年生 平成18年8月25日 14万1,000円

平成18年12月25日 19万7,000円

平成19年7月28日 ６万4,000円

511 女 昭和26年生 平成18年8月25日 13万9,000円

平成18年12月25日 20万1,000円

平成19年7月28日 ９万6,000円

512 女 昭和49年生 平成18年8月25日 22万2,000円

平成18年12月25日 33万8,000円

平成19年7月28日 19万2,000円

513 女 昭和26年生 平成18年8月25日 28万5,000円

平成18年12月25日 38万4,000円

平成19年7月28日 23万円

514 男 昭和24年生 平成18年8月25日 39万3,000円

平成18年12月25日 58万4,000円

平成19年7月28日 40万3,000円

515 男 昭和44年生 平成18年8月25日 14万4,000円

平成18年12月25日 23万1,000円

平成19年7月28日 14万4,000円

516 女 昭和57年生 平成18年8月25日 18万4,000円

平成18年12月25日 ８万円

平成19年7月28日 ８万円

別紙【厚生年金あっせん一覧表】（高知）



番号 氏名 基礎年金番号 性別 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

517 男 昭和50年生 平成18年8月25日 19万円

平成18年12月25日 16万円

518 女 昭和57年生 平成18年8月25日 17万7,000円

平成18年12月25日 27万3,000円

平成19年7月28日 14万8,000円

519 女 昭和53年生 平成18年8月25日 25万円

平成18年12月25日 26万6,000円

520 男 昭和21年生 平成18年8月25日 15万円

平成18年12月25日 15万3,000円

平成19年7月28日 10万6,000円

521 女 昭和36年生 平成18年8月25日 17万円

平成18年12月25日 15万5,000円

平成19年7月28日 ４万6,000円

522 女 昭和27年生 平成18年8月25日 14万6,000円

平成18年12月25日 23万7,000円

平成19年7月28日 13万7,000円

523 女 昭和37年生 平成18年8月25日 13万6,000円

平成18年12月25日 ７万3,000円

平成19年7月28日 ６万8,000円

524 女 昭和25年生 平成18年8月25日 16万1,000円

平成18年12月25日 20万6,000円

平成19年7月28日 ９万6,000円

525 男 昭和49年生 平成18年8月25日 23万9,000円

平成18年12月25日 36万8,000円

平成19年7月28日 25万7,000円

526 女 昭和53年生 平成18年8月25日 23万6,000円

平成18年12月25日 39万5,000円

平成19年7月28日 23万6,000円

527 男 昭和46年生 平成18年8月25日 30万円

平成18年12月25日 46万4,000円

平成19年7月28日 27万6,000円

528 女 昭和48年生 平成18年8月25日 43万2,000円

平成18年12月25日 43万9,000円

平成19年7月28日 29万2,000円

529 女 昭和38年生 平成18年8月25日 26万4,000円

平成18年12月25日 32万5,000円

530 女 昭和52年生 平成18年8月25日 19万5,000円

平成18年12月25日 28万5,000円

平成19年7月28日 18万6,000円

531 女 昭和51年生 平成18年8月25日 27万7,000円

平成18年12月25日 33万3,000円

平成19年7月28日 22万6,000円

532 女 昭和28年生 平成18年8月25日 21万2,000円

平成18年12月25日 21万9,000円

平成19年7月28日 10万7,000円

533 女 昭和34年生 平成18年8月25日 ３万円

平成18年12月25日 13万円

平成19年7月28日 13万円

534 女 昭和33年生 平成18年8月25日 ３万円

平成18年12月25日 19万2,000円

535 女 昭和35年生 平成18年8月25日 ３万1,000円

平成18年12月25日 24万2,000円



番号 氏名 基礎年金番号 性別 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

536 女 昭和61年生 平成18年8月25日 ２万円

平成18年12月25日 23万2,000円

平成19年7月28日 ７万2,000円

537 男 昭和60年生 平成18年8月25日 ２万1,000円

平成18年12月25日 21万1,000円

平成19年7月28日 17万6,000円

538 女 昭和41年生 平成18年12月25日 ５万4,000円

539 男 昭和56年生 平成18年12月25日 １万円

平成19年7月28日 ９万7,000円

540 女 昭和54年生 平成18年12月25日 １万円

541 女 昭和22年生 平成18年12月25日 ２万2,000円

平成19年7月28日 30万円

542 女 昭和53年生 平成19年7月28日 ２万6,000円

543 男 昭和61年生 平成19年7月28日 ３万5,000円



高知国民年金 事案 517 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37 年 10 月から 40 年３月までの期間及び 47 年３月から 48 年

12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年 10月から 40年３月まで 

             ② 昭和 47年３月から 48年 12月まで 

 私は、市区町村役場の集金人に、定期的に国民年金保険料を納付してい

たにもかかわらず、申立期間が未納とされていることに納得がいかない。 

 （注）申立ては、死亡した申立人の長男が、申立人の納付記録の訂正を 

求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の長男（申立代理人）は、申立人は国民年金保険料の納付意識が高

かったことから、申立期間①及び②の国民年金保険料も集金人に継続して納

付していたはずである旨を主張しているものの、申立人の長男からは、納付

時期等について具体的な供述が得られず、申立期間当時の国民年金保険料の

納付状況等が不明である上、オンライン記録によると、申立人の夫も、申立

期間①は未納（申立期間②当時は既に死亡）とされていることが確認できる。 

また、申立期間の合計は 52 か月と比較的長期間に及んでいる上、申立人が

申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を納付していたこと

をうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 


